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                         資料６ 

総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会 

研究における特許使用円滑化に関する検討プロジェクトチーム 

（ 第 ２ 回 ） 議 事 録  

 
１．日  時：平成１７年３月３０日（水）１６:００～１８:００ 

２．場  所：中央合同庁舎四号館７階 ７４３会議室 

３．出席者： 

【構成ﾒﾝﾊﾞｰ】阿部博之座長、薬師寺泰蔵議員、岸本忠三議員、柘植綾夫議員 

 【招聘専門家】 石川 浩氏（持田製薬株式会社知的財産部長） 

 石川正俊氏（東京大学副学長・産学連携本部長） 

  隅蔵康一氏（政策研究大学院大学助教授） 

    竹岡八重子（センチェリー法律事務所 弁護士） 

  田島秀二氏（ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ・ｼｽﾃﾑ・ｻｲｴﾝｽ株式会社代表取締役） 

  戸田裕二氏（株式会社日立技術情報ｻｰﾋﾞｽ取締役社長・弁理士） 

   原山優子氏（東北大学教授） 

 【内閣官房知的財産戦略推進事務局】中山参事官補佐  

 【文部科学省】伊藤研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長 

【厚生労働省】高山大臣官房厚生科学課研究企画官 

【農林水産省】坂本農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課知的財産班 

課長補佐 

【経済産業省】宮本業技術環境局大学連携推進課課長補佐 

【特 許 庁】高山総務部技術調査課長補佐 

【事務局】  塩沢審議官、扇谷参事官 

 

○座長  それでは、ただいまから「研究における特許使用円滑化に関する検討プロジェク

トチーム」第２回会合を開催いたします。 

  本プロジェクトチームは、今の表題の御議論をいただくものであります。 

○座長  専門調査会でいろいろお世話になっている先生です。 

事務局、資料の確認をしてください。 

○事務局  本日、お手元に配付させていただいております資料は５点でございます。  ま

ず、資料１が当検討プロジェクトチームの構成員の名簿でございます。 

  資料２が今回の招聘専門家リストでございます。 

  資料３が「大学等の研究における他者の特許発明の使用円滑化について」という論点整

理ペーパーでございます。 
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  資料４が本日中心としていただきます「試験研究における特許使用の円滑化について（事

例研究）」でございます。 

  資料５が第１回の議事録（案）でございます。 

  以上でございます。 

○座長  ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきます。 

  資料４をごらんいただきたいと思いますが、前回、具体的な事例を出してほしい、そう

することによって意見交換がやりやすくなるという御提言がございまして、事務局でつく

ってもらったものであります。 

  外国の特許についてという御発言も専門調査会であったわけですね。 

○事務局  はい。 

○座長  併せて外国の特許を使う場合ということもありましたけれども、今回は、それは

用意されていません。主として国内の事例について事務局でつくってもらったものであり

ます。 

  まず、そこから説明してください。 

○事務局 只今、御説明がありましたように、事例を出させていただいて、それについて

の御検討をさせていただきたいというふうに思っていまして、よく起こりそうな事例とい

うものを、大学の研究者の方等にお伺いをして、仮想のものとしてつくらせていただいた

ものでございます。 

  ケースについては４つ用意させていただいております。まずケース１について御議論い

ただければというふうに思っております。ケース１の御説明をさせていただきます。 

  対象となる特許発明につきましては、動物の成長ホルモンを生成する特定の遺伝子を発

現させた細胞に関する発明であります。 

  その発明をした方は、あるＡ大学というところの教授でございます。 

  特許権は、原則機関帰属ということでＡ大学に帰属しているという想定でございます。 

 その発明の原資となったものは、国からの補助金によるものという仮定を置かせていただ

いております。 

  使用の形態でございますが、この細胞を培養して、細胞が生成した成長ホルモンを使い

まして、動物の成長に関する研究を行う。この研究を行う方が、Ａ大学とは別の大学、Ｂ

大学の、例えば助教授の方いう想定でございます。 

  その想定につきまして、幾つかの質問の形、それに対して答えを整理させていただくと

いうことで、議論を深めていっていただければと思っております。 

  まず、最初の質問について、これは特許法の解釈の部分でございますが、特許法上、以

下の実施に特許権の効力が及ぶかということで、実施については３段階になっております。

 ・この細胞を培養するという形。 

  ・この細胞から成長ホルモンを生成するという実施形態。 

・ 成長ホルモンを使って動物の成長に関する研究を行う。 
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こういう３段階が考えられるのではないかと思います。それについて特許権の効力が及

ぶかどうか。特許庁の方から御見解をいただければというふうに思っております。 

  ２番目としまして、この使用について、特許権の効力が及ぶという場合の想定でござい

ますが、その場合どのように取り扱っていくことが妥当かということで、 

①この使用について特許権者の許諾を得ることが必要なのかどうか。許諾を得ていない

状態でＢ大学の先生は研究を行うべきではないと言えるかどうか。 

  ②番目、使用をするときに使用許諾契約を結ぶ必要があるかどうか。 

  ③番目として、使用について使用料を支払う扱いが妥当かどうか。 

  こういうことについて御議論いただければと思っています。 

  ３番目、Ｑ１の特許権の効力が及ぶというところの前の段階で最初の細胞を購入した場

合、最初の想定は許可なく勝手に培養したという想定ですが、Ｑ３につきましては、細胞

を購入した場合、通常、ものを購入した場合には、特許権の効力は消尽する、消えてしま

うというのが法律上の設定でございますが、この細胞を購入した場合に、それを培養する

行為、成長ホルモンを生成する行為、研究を行う行為といったことについて特許権が及ぶ

かどうか、また、それについて取扱いはどのようにすることが妥当なのかということの御

議論をいただければと思っております。 

  ２ページ目に入りまして、想定の部分の応用問題でございます。 

  まず、特許権者が大学ではなく、民間企業である場合には、取扱いをどのようにするの

がいいのか。 

  Ｑ５は、使う側が民間企業の研究者だった場合にはどのような扱いになるのか。 

  Ｑ６といたしましては、基になっている財源、原資について一部民間資金が入っている

場合にどのように考えるのか。 

  Ｑ７といたしまして、その原資について、一部運営費交付金等が含まれている場合には、

どのように扱うのかといったことを御議論いただければと思っています。 

  ケース２、３、４につきましては、また追って御説明をさせていただきますが、Ｑの立

て方は、基本的には同じような立て方になってございます。少しずつ設定の状況が変わっ

てきているというところでございますので、まずＱ１で十分御議論いただければと思って

おります。 

  説明は以上でございます。 

○座長  ありがとうございました。といいましても、ケース２、３、４がどこが違うのか

気になる方もいるかもしれません。ケース２は共同研究の場合、ケース３は同じ先生が大

学を移った場合、ケース４はＪＳＴみたいなところが特許権を持っている場合です。一番

典型的な例として、ケース１は発明者が大学で、使用者が大学というケースで、これをま

ず御議論いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○招聘者  質問してよろしいでしょうか。 

○座長  どうぞ。 
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○招聘者  Ｑ４は、民間企業が特許権者だと書いてあります。ケース１の前提は国からの

補助金だけれども民間が特許権者だというのは、具体的に大学においては、どういう場合

を想定していますか。 

○事務局  大学の先生自身はいろんな研究費をもらっている場合がありまして、そのとき

に国の補助金でやっている研究と、民間資金と一緒にやっている中で研究成果が出てきた

場合に、可能性としては両方がかぶっている場合もあるだろうということなので、仮想の

状況ですが、そういうのを一応考えております。実際はそんなに多くはないかと思います

が。 

○招聘者  研究開発資金というのは、奨学寄付金だったら、現状は機関帰属の扱いにしま

すね。そういう場合ではないということですね。 

○事務局  ないということです。 

○招聘者  例えば、受託研究とかを想定しているんでしょうか。 

○事務局  あるいは共同研究のことを想定しておりますが。 

○招聘者  そういうことですか。ちょっとそこの前提が大学の場合はどうなるのだろうと

いうのがまずあります。 

○座長  いい御質問だと思いますので、今の特許権者が民間企業のところを、もう一回整

理して説明してください。事例としてどういうケースがあるか。 

○事務局  Ｑ４でございますけれども、これはＡ大学の先生が民間からの委託あるいは何

かの共同研究の形で研究をしておりまして、それについて成果を出したという場合です。

その権利を民間企業の方にお渡ししている場合のことを想定しております。 

  当然ながら原資のところは国からの補助金というので少し条件が変わるかもしれません。

ただ、国からの補助金という形ではなくて公費とか、いろんなものが含まれている場合も

ありますので、そこは連動して変化があるというふうに御理解いただいた方がいいかと思

います。 

  ただ、そのケースとして非常にバリエーションが出てきますので、そのバリエーション

を全部書いていると、かえってややこしくなるかなと思いまして、割とシンプルな形で整

理させていただいているところでございます。 

○招聘者 受託研究なんかがあり得るかなとは思ったのですけれども、一般的には余りな

いケースかなと思ったんですけれども。 

○事務局  機関帰属になる前の昔の制度のときの状況もあり得るので、５年ぐらい前にや

った結果というのは企業に既に渡している場合があるので、今の制度上ではレアケースに

なるかもしれません。 

○招聘者  それを一応前提としていただければいいですね。出てくる議論も５年前のケー

スを議論しているという前提になるわけですね。 

○招聘者  最近でも、やはり大学から譲っていただくケースがございます。 

  ただ、必ず国の補助金がメインかどうかは若干疑問なのですけれども、そういう意味で、
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大学、発明者、企業、権利者という前提で単純にシンプルに議論させていただければよろ

しいんではないかと思っております。 

○招聘者 一旦機関帰属化したけれども、結局、研究者が譲っていただいてと、それで今

度は企業の方にという想定だということでしょうか。 

○座長  そういうのもあると。 

○招聘者 なるほど、了解しました。 

  それからＱ７ですが、これは全部のＱに出てくるのですが、「一部運営費交付金が含ま

れている」というのは、具体的にはどういう意味なんでしょうか。 

○座長  これも事務局から、多分これをぱっと見るとそう思うのではないかと思います。 

○招聘者  意味を教えていただければ結構なのですが。 

○事務局  大学の先生の研究は、通常公費等、いろいろな研究費を大学から得ている部分

があります。そういう研究費がベースになって研究されている場合がありますが、どのお

金で研究しているかという、運営費交付金が入っているか、入っていないかと余り仕切っ

ているわけではないと思います。運営費交付金の場合は、余り特定の制限を設けてはいけ

ないというような運用の中に入っていて、これは運営費交付金が入っているから影響力が

あるのか、ないのかとか、そこのところがややこしくになる可能性もありますので、一応

整理していただいた方がいいかなと思っております。公金も入っているけれども、多分結

論としては判断は変わらないということになるんではないかということを想定して入れさ

せていただいています。 

○招聘者  つまり、運営費交付金の中に共同研究に使うという使途が入っているという意

味なのですか。 

○事務局  先生の研究の基になる原資の部分に運営費交付金のようなものが含まれている

ときです。 

○招聘者  というふうに解釈するということですか。 

○事務局  はい。 

○座長  私も大学を離れて２年何か月かになりますので、ここは今の法人化された大学で

御苦労されている先生方に、むしろ教えていただきたいのですが、運営費交付金というと、

これは大学の学長にまとめてお願いしたものであって、一切触ってはいかぬという非常に

かたくなな解釈があるのです。 

  それを突き詰めていきますと、例えばガイドラインにこういうものを書くこと自体だめ

だという議論になってしまうわけです。しかし、現実には運営費交付金を使って研究する

というのは幾らでもあるわけですので、むしろ現場の先生方もおられますので、どういう

ふうに理解したらいいかということが、多分事務局の心配ではないかなと。それでいいで

すね。 

○事務局  はい。 

○招聘者  「実態として」とか、何かそういうふうに入れていただくと、つまり運営費交
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付金というのは、おっしゃるとおり使途を限定しない、だからこういうことを言っても実

際には、こういうケースは文言上ないじゃないかという議論が出てきてしまいます。先ほ

どの話は実態をおっしゃっているんでしょう。だから、「実態として」とか、何とかと入

れていただくとわかると思います。この中に入れるというよりも議論の整理の中で。 

○座長  大いに質問していただいていいと思いますが、最終的にこのプロジェクトチーム

でまとめるときは、そういう誤解のないように文章を、または先生方と一緒に御意見も踏

まえてやらせていただきたいと思います。 

  ほかの御質問はいかがでしょうか。 

○招聘者 今の案件に関してなんですが、前に私は質問させていただいたのですが、運営

費交付金や人件費が入っていますので、そうしますと、原資というものの定義の問題でし

て、原資というのをそこで働く研究者の給料費まで含めますと、これは一部運営費交付金

が含まれている場合ではなくて、全部の研究に対して含まれるわけです。もし原資という

ものの定義が、実際にそこで使われる直接経費という話になりますと、この場合だけは正

しいことになると思うんです。 

  ただし、そこにある設備自体を運営費交付金で取っていて、直接民間企業から共同研究

等で来る原資は別だということになりますと、ここでまた一つ定義をきちんとしなければ

いけないという問題があります。 

○事務局  一応、人件費とか設備費とか、そういうものは想定の外でありました。 

○招聘者 そうすると、原資というのは直接経費ということですね。 

○事務局  はい。 

○座長  ただ、議論をしていく過程で、原資というものをこういうふうに理解すべきだと

いうことになったら、それでもいいと思いますけれども、これはあくまでもたたき台とし

てのＱです。おっしゃるように皆さんで議論するときに共通の理解が必要だと思います。

ですから、是非御質問していただいて御議論いただきたいと思います。 

  もし、よろしければ御質問だけではなくて、ケースに１について１、２、３、４とあり

ますけれども、御意見をいただければありがたいと思います。 

○オブザーバー   資料４のケース１のＱ１というところでございますけれども、この特許

発明は、細胞という物の発明ですので、本来的にこの特許発明を実施するという行為とし

ては、普通は生産をするとか、使用する、あと貸し渡すというような行為が、その発明の

実施ということになると思います。  したがいまして、「①この細胞を培養する」という

のは、多分生産をするという行為だということになりますので、この特許発明を実施して

いるという行為になる、したがって、これが許可なく行われた行為だとすれば、それは侵

害になって特許権の効力が及ぶでしょうということになると思います。 

  「②この細胞から成長ホルモンを生成する」という行為になってくると、細胞というも

のを使用した行為というふうに見るのではないかなと思うのですが、この辺は確定的なこ

とは申し上げられませんが、多分普通はそれを使用した行為というふうに取られて、これ
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も発明の実施だということになるのだと思います。 

  「③この成長ホルモンを使用して動物の成長に関する研究を行う」という行為になると、

本来的には細胞は全然出てこないので、この細胞の権利からは外れる行為になると思いま

す。要は侵害行為とは全然関係ない行為ということに③という行為はなるのだと思います。

  このときに問題になるのが、③というのが、そういう行為が止められるかどうかという

ことではなくて、最初の①と②が特許発明の生産、それから特許発明の使用という実施行

為だとしたときに、それらの実施が細胞自身に関する試験研究のために培養をしたりとか、

成長ホルモンを生成させてみたりということをした場合には、69 条でこれは効力が及ばな

いとされるのですということだと思います。 

  したがって、これらの培養とか、生成という行為が細胞自体の研究ではなくて、他の動

物の成長に関する研究だという目的で、①や②という行為をした場合に、これは特許権の

効力が及ぶというのが、69 条上の解釈になるということだと思います。 

  以上です。よろしいでしょうか。 

○座長  ②と③が一緒だったら特許権の効力が及んでいるわけです。というのが特許庁の

解釈です。 

○招聘者  今おっしゃっている解釈というのは、特許庁さんは通説という形でおっしゃっ

ているんですけれども、実際は通説といっても染野さんという学者さんが昭和６３年に農

薬の事例で書いた論文が１個あるきりなのです。 

  特許法 69 条の解釈については製薬会社の後発医薬品の開発について山のような判例が

あるのですが、大学とか研究機関においてはどうかという議論はされたことがほとんどな

くて、かつ判例もないんです。 

  だから、今、特許庁さんがおっしゃった議論で、①②がいわゆる 69 条１項に当たらない

のではないかと、この事例の研究の前提として、こういう行為を行う場合には、69 条に当

たらないのではないかというのは１つの見解としてはあると思うし、そういうことをおっ

しゃっている学者さんもいらっしゃるということは了解しているんですが、しかし、日本

の特許法上の解釈というのは、最終的には裁判所が握っているものですから、裁判所の判

断はまだないという留保を是非付けていただきたいと思うんです。 

  裁判所の判断がない中で、以上のような解釈になる「可能性がある」と。そうであれば、

まだ言い方としては正しいかなと思うのです。 

  だけど断言してしまうと、これは裁判所の判断がこうなるという前提の下のことなので、

私はそこまで言うと言い過ぎなのではないだろうかと思います。 

○座長  ですから、特許庁の見解と。 

○招聘者  そうなのです。私はやはり後発医薬品に関する裁判所の山のようにある判例を

見ますと、裁判所はかなり 69 条１項についてはケース・バイ・ケースで、日本の裁判官と

いうのは、ケースに応じて柔軟な判断をし、余りドグマティックではないんです。 

  だから、どちらかというと、69 条１項の範囲を広く認めている判例はたくさんあるので、
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その判例の傾向から考えると、この研究に、①②の行為をするのは、判例の解釈から言え

ば当たらないと。つまり、69 条の１項の範囲内であるという解釈は十分あり得るかなとは

思っております。 

○座長  効力は及ばないと。 

○招聘者  そういう解釈も十分あり得るかなと思っております。 

○座長  わかりました。どうぞ、いろいろ御発言をいただければと思います。 

  もう答えが出たということで、いいですか。 

○招聘者  私も同じスタンスなのです。というのは、いわゆる何をベースにして判断する

かというところになると、学説というのがあって、現時点で判断基準というのがそれだけ

なんです。 

  それだけで、これだけの重要なことを判断していいのかというのが、私の疑問であって、

多分、先ほどの招聘者のご意見も同じ視点からおっしゃっていると思うのです。 

  現実的な話をしますと、やはり学説があって、今までこういうふうに判断してきたから、

この流れが続くんだろうという前提で今までずっと議論していたんです。本当にそれでい

いんだろうかというのが、ここでのディスカッションのスターティングポイントではない

かと思うんです。 

  ですので、今の事例研究のケース１の、まさにこれからディスカッションするんですけ

れども、ベースラインを既に染野説をベースにしてしまうのか、あるいは染野説すらもう

一回見直す必要があるとして始めるのかということを、やはり皆さんと共有認識を持った

上でスタートしなければいけないと思うんですが、いかがでしょうか。 

○座長  どうぞ。 

○招聘者 原則論は、私もそのとおりだと思っております。個人的には染野説が絶対だと

思っておりませんで、見直すべきだと思っておりますけれども、昨年度の審議会のワーキ

ングの方の報告書には、一定の見解としてこういう前提がつくられています。あとこの前

提の中には、特に欧州における考え方にかなり近い考え方があるんではないかと理解して

いますから、とりあえず、この前提ということで議論を進めることには私はやぶさかでは

ないと、むしろ一旦議論をする必要があるんではないかと思っているところです。 

○座長  その前提というのは、今の特許庁の説明を前提としていると。 

○招聘者 はい。実際に、例えばＱ１の①②の行為ということを大学がやった場合と、企

業がやった場合で、更に目的がここには研究となっていますけれども、企業における研究

はかなり微妙なところがございまして、ここまで議論しなければいけない可能性も出てき

ますので、そういうことも含めて特許庁さんの前提で議論するとどうなるかというのを一

回やってみたらよろしいかなと思っているところでございます。 

○招聘者   今、国際的な議論、欧州や米国での議論ということもありましたけれども、海

外でも、例えばナショナル・アカデミーとか、そういったところでは、リサーチ・エグゼ

ンプションの調査研究というのが進んでいて、制度自体をどう変えていくかということで
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議論が進んでいます。現状の解釈の中でどうなるかということと、更にその解釈自体どう

すべきかということを同時に議論すると、ごちゃごちゃになってしまうと思うので、議論

のテーマとしては両方扱うような形で、どちらの議論をしているかというのを比較的切り

分けて話した上で、将来的な提言にもつながるような話も同時に含めていくのも１つの手

ではないかというふうに思います。 

○招聘者  ２本立てでやるというのは、いかがですか。ワンセッションは染野説をベース

にしてやって、別のセッションは、それを取り崩した前提でもってやってみる。 

  今の欧州の話もありますし、アメリカに数か月前に行ったときに、逆にこのディスカッ

ションをしたときに、日本には法律に書いてあるんだね、だから日本のことを勉強しなけ

ればいけないとアメリカの人たちは逆に言っていたんです。ですので、これはまさに世界

中でホットイシューになっているんですね。 

○座長  ２本立てというのは、今の特許庁の解釈を前提にする場合と、そうでない場合と

いうのか、それとも特許庁の解釈を前提にする場合と、法律を変えるということの２本立

てですか、何の２本立てですか。 

○招聘者 法律を変えるんではなくて、染野説を横に置いておいてという話です。 

○招聘者  そういう解釈に立つ場合と立たない場合という意味ですね。 

○座長  立つ場合と立たない場合ですか。 

○招聘者  はい。 

○招聘者  私もそういう趣旨で申したんですけれども。 

○招聘者  69 条を自由に解釈して議論というのはあっていいと思います。それはちゃんと

前提を持った上でです。 

○座長  私は余りそれをやりたくないのは、法律の解釈論になりますと、私は勿論、先ほ

どのご意見のような視点は大切だと思いますが、それよりも、やはり大学でできるだけ自

由に研究する、私はそういうガイドラインなり仕組みにしたいというのがメインですから、

その点から見てどうかというふうにやっていただく方が私はありがたい。 

  要するに、前提にした場合と前提にしない場合によっては法律解釈論みたいなものにな

っていく可能性もありますので、それも大切なんですが、法律家がたくさんいて議論して

いるわけではないですから。 

○招聘者  特許庁さんの解釈に立つと、どうしてもいろいろ制約が出てくるわけです。仮

にそういう前提に立たない場合には、非常にフリーな範囲が広がるわけですね。まず、こ

こがすごく違うわけです。 

  だから、もし座長がおっしゃるように、自由を確保する方向であれば、そういう解釈に

なるんだろうと思うんですけれども。 

○座長  ちょっと誤解のないように申し上げますと、特許庁のような解釈を取らなければ、

自由という意味では余り議論しなくていいことになりますね。 

○招聘者 試験研究の範囲が広がりますので。 
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○座長  そうなりますね。特許庁の解釈を尊重する、あるいは尊重せざるを得ない場合は、

研究の自由がなくなってしまうという議論ではなくて、そうであっても研究の自由をどう

やったら確保できるだろうかというような視点にしていただけるとありがたいという意味

です。 

○招聘者 もともとの趣旨というのは、まさに座長がおっしゃったように、大学における

自由な研究をどういうふうに確保するかというのが、多分全員の共通認識だと思うんです。

それをディスカッションするときに、やはり避けることができないのが特許法であって、

それは現状の解釈があるし、それを踏まえた上じゃないとある種のコンビンシングなガイ

ドラインができないというのが現状かもしれない。 

  そうなんだけれども、それだけにとどまっていたら、いつまで経っても変わらないので、

では染野説ではない、もっと広い解釈をしたやり方というのもこういうふうな考え方があ

るということを、ここでもって提言するというのが一つのやり方だと思います。 

○座長  もう一回整理しますと、皆さん共通のお考えだと言われたのでほっとしたんです

けれども、勿論制限があると思いますけれども、研究者ができるだけ自由に、少なくとも

国際競争をすることに支障のないように自由に研究ができるということを前提にして、今

の２本立てということで、そういうことでいいですか。できるだけ研究の自由を保証して

あげたいということを更にＱ１の上に前提として置かせていただくというのは、いいです

か。 

○招聘者 法律論は、全然わからないのですけれども、いずれにしろ先生方が法律論的に、

あるいは特許庁の今の結論めいたお話も、要するに非常にファジーで状況としてはわから

ないですね。ですから、それを先生方から全部飲み込んで、これはこうだ、これはああだ

というふうには言えないと思うのです。 

  ですから、まさに今回の御趣旨どおりに、先生方が自由にやるということは、それが後

で、これは最終的には産業化の問題になってくると思うので、非常に不安な状況で研究す

るということになり非常にリスクが多いわけでしょう。ですから、やはり最悪のケースを

前提とした議論の方が私はわかりやすいんではないかと思うんです。 

  だから、今回の話は法律を変えるわけではないし、解釈も変えないわけでしょう。 

○座長  いやいや、別の解釈も。 

○招聘者 そうですか、どこかに大きな解釈の変更はないみたいな記載があったと思うん

ですけれども、解釈は変えてもいいんですか。 

○座長  いやいや、変えてもいいかどうかというのは、だれもわからないんですけれども、

しかし、大学の研究者が自由に研究するためには、どうしてもこうしたいということであ

れば、そういう提言をするしかないと思うんです。 

○招聘者  なるほど、とにかく私なんかは産業の世界しか知らないので、特許というのは

非常に恐ろしい話ですから、そういうあるリスクを抱えながら、この問題に関してはやれ

るね、これは 69 条だねという判断ができないなら、事実上、各先生方は大きなリスクを抱
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えることになると思うんです。 

○座長  それではよくないので、やはりある種のガイドラインをつくったらいいのではな

いかというのが何人かの意見です。ガイドラインが適当かどうかはわかりませんけれども。 

○招聘者 今のガイドラインの議論は、そこに立ち入らないとできないですね。これは 69

条の範囲なのか、範囲でないのかという研究の対象そのものを区別しなければならなくな

るでしょう。 

○招聘者  ただし、その仕事は結局最終的には裁判所の仕事になるんですね。ここは裁判

所ではないので、ただ私は弁護士として思うには、もしかしたら、何年後かにそういうケ

ースが出るかもしれないときに、やはり行政側とかで何を議論されているかということが、

１つ裁判所の資料になっていくのが、要するに、今のこの議論が実は証拠になってくるん

です。それが弁護士としては非常に怖いです。つまり、弁護をする立場としては、大学の

自由を守るために、逆に今よかれと思ってやっていることが、後になった裁判所の判断に

影響を及ぼすことが怖いです。そのリスクさえなくしていただければいい。 そのためには、

今、２本立てで議論するという御提案があって、それでもいいし、あるいは先ほど言った

ように、とにかくこれについてはまだ解釈論の帰趨が、つまり裁判所の結論は出ていない

ので、仮にこういう見解になったというときに、例えば仮に特許庁さんのおっしゃったよ

うな見解に立ったときにはこうだという留保付きの意見で出していただくというのであれ

ば、ある意味で最悪を想定するわけですね。最悪を想定した場合にはこうだと。 

○座長  皆さん、そういうお考えでしょうか、私はちょっと違うんです。 

○招聘者 先生がおっしゃっている大学の研究の自由度を確保すること。私は、この目的

に賛成です。目的はそこで議論しないと、収束しないですね。 

  そのときに、ちょっと注意しなければいけないと思うのは、フリーハンドは確保するん

だけれども、そこで生まれた研究に対して独占的な権利を得て、または権利行使をしてい

くということになると、それはちょっとバランスが取れていないんじゃないかなという気

がするんです。 

  研究の自由度を確保するのは、それはそれでＯＫだと思うんですが、そこで生まれた成

果物に対して何らかある程度の制限を加えるとか、何かしらのバランスは必要ではないか

なと思います。入口として自由度を確保するというのは、私は賛成です。 

○座長  先ほどの招聘者の意見と私がちょっと違うのは、その点ではなくて、私はここで

何かつくると裁判に必ず影響すると思うんです。ですから、それは影響しないようなもの

をつくるというところが違うだけで、後は同じです。 

○招聘者  確かに難しいと思います。 

○座長  必ず影響すると思いますよ。 

○招聘者  ただ、表現の仕方が非常に大事だなという気がしています。留保付きだったり

すれば、そんなに危険性はないかなという気はしています。 

○座長  その辺を注意をしてということでいいですか。絶対影響を与えないようにと言わ
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れてしまうと議論ができなくなる危険性がありますので、最終的には文言のところでその

辺はある程度煮詰まった段階で御議論いただくということでいいですね。 

○招聘者 私もその方針で問題ないと思うんですけれども、どういうスタンスで議論する

かということで、最終目標としては大学への研究活動が盛んに活性化されるということが

共通の認識でありますので、むしろそれのための議論であれば、そういう方向に裁判の結

果に影響するのであれば、むしろ喜ばしいことなのではないかというふうに思うんです。 

○招聘者  69 条１項の議論ですね。まあいいです。 

○招聘者 裁判にどう影響するかというのも結果論の話ですので。 

○座長 弁護士の立場だと、またいろいろと御心配があるんだと思いますから、最終的に

はバランスを取る必要があると思います。では、そういう前提で是非御発言ください。 

  では、特許庁の解釈を前提にするというケースを１つ設けた方がいいですか。 

○事務局  とりあえず、議論をそこからスタートしていただいた方がいいです。 

○座長  後でどうするかは別として、とりあえずそうしましょうか。それでよろしければ、

特許庁の解釈を前提として、以下の議論をしていただく。 

  では、どこでも結構ですので御発言をいただきたいと思います。 

○事務局 今、Ｑ１の方で特許庁の方の解釈をいただいたんですけれども、その前提を踏

まえますと、Ｑ２のところについて使用の許諾については必要であるということであり、

許諾を得ないでやっていいかというと、やってはいけないという解釈に自動的になるんで

はないかと思いますが、特許庁の方の解釈はそれでよろしゅうございますか。 

○オブザーバー  許諾を得ていない、行うべきではないと最終的に判断するのは裁判所な

ので、多分裁判所はこういうふうに言うんじゃないのかなというふうに我々としては過去

の学説とか、ヨーロッパでの状況、アメリカの状況からすると、多分これは特許権侵害だ

というふうに裁判所は言うんではないでしょうかと言っているだけです。 

○事務局  排他的独占権を持っている人の許可を得ないで実施するというのは侵害であろ

うというのは、解釈として成り立つんではないかと思うんですが。 

○オブザーバー  そういう判決が出る可能性はあるんじゃないかというふうに申し上げる

だけだと思うんです。 

○座長  もっと別な言い方をすれば、我々が何もメッセージを出さなけばという前提が付

くと思います。我々がメッセージを出すと、それによって多少変わる可能性が出てきます。 

○招聘者  Ｑ２について、私の思うところを申し上げたいと思います。 

  ①②は原則的には、何らかの許諾が必要なんだと思いますが、③については原則大学機

関の研究ツールのやりとりに関して、特に特許権ということに関しては、ライセンス料フ

リー、経済的な特別な行為になっていないので、ライセンス料フリーということで、ただ

そこにお互いが使っているという一定の認識の必要があると思うので、何らかの形で簡単

な覚書みたいな契約が必要なんではないかと思っております。 

○招聘者 ですから、Ｑ２の問いかけでも、例えば行うべきではないと言えるかどうかと
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いうことで、その「べき」というのを法律的な解釈としてどうかという観点と、あと実際

問題としてそういうことをしていた場合に、本当に訴えられるのかどうかという実際問題

の話があり、ましてや、こういう行為をしていたＢ大学助教授という人がいたからといっ

て、別に特許権者が訴えて何か実際的なメリットがあるかというと、そうでもないと思い

ますので、法律的な解釈としてどうかということと、実際問題として何か問題があるのか

どうかということというのは、場合分けをして考えた方がよろしいと思います。 

  そういった意味で言えば、このケースでは、法律的には許諾を得ないといけないケース

ではありますけれども、単に研究をしているだけの段階では、ジョン・ウォルシュさんの

調査によりますと、特許権の効力の例外というのは事実上あるんだという結果も出ていま

す。場合分けが無限になってしまうと困るんですけれども、その両方の観点から場合分け

をするのがよいと思います。「べき」というのはどこの軸で言うかということを一応念頭

に置いて議論するとよろしいかと思います。 

○座長  さっきのナショナル・アカデミーなんかはどんなふうになりそうなんですか。 

○招聘者 やはり、あちらは科学者の研究の活性化ということを目的としていますので、

その団体からの提言としては、研究の自由度を増やすという方向で議論して、政策的にも

働きかけていくということだと思います。 

○座長  今の契約とか覚書についてどうでしょうか。 

○招聘者  単に自由にやっていいかどうかということと契約は必要かどうかということに

ついてですか。 

○座長  そうです。その辺のきわどいところです。 

○招聘者 ナショナル・アカデミーにおいて現段階でどうなっているかはわかりませんけ

れども、私の考えというのは、完全に自由といっても実際に使えるということが重要なの

で、だれがどういうふうに使っているかということはきちんと登録してわかるようにして

おくということ。 

  あと、もっと踏み込んで申しますと、やはりツールをつくった人としては、前回も少し

申しましたけれども、それが使われるということ、そして自分の研究が引用されていくと

いうことが、一つのインセンティブにもなると思います。ですから、どれがどのぐらい使

われているかということは、そういった意味でもちゃんと把握して、むしろアカデミック

なリワードという意味で発明をした人に返すのがよいのではないかと思います。 

○座長  論文引用と同じような感覚ということですね。 

○招聘者  今の御議論もそうですし、全部仮に特許庁さんの解釈に立つという前提ですね。

そこは、私はとても違和感があるんですが、仮に立った場合であっても、この研究の内容

自身が、やはり純粋なアカデミックユースであるので、どう考えるべきか。 

 69 条１項は適用されないとした途端に①②は、やはり許諾を得る必要はあるし、研究を

行うべきではないと言えると、こういう議論になってしまうのかというところが、もう少

し何かないのかと。 
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  やはり基本的に研究の目的とか、内容・程度が本当に純粋なアカデミックユースにとど

まっているので、やはりここは権利の濫用という議論も出てくるんではないかと。特許権

の行使というのは、やはり産業の活性化とか、法律の目的があるわけです。 

  だから、ある意味で研究の一番源泉の、利益も何も生まないところの研究の息の根を本

当に止める権利が特許権者にあるんだろうかという感じがいたしまして、そうすると、や

はり①②については権利の濫用というような、少なくとも①の許諾を得ていない以上、△

△は研究を行うべきではないと言えるか、つまり研究の差し止めを求められるかというこ

とになると、場合によっては権利の濫用と言えるのではないかと。アカデミックユースに

純粋にとどまっている場合はそのような議論も成り立ち得ないわけではないという感じは

いたします。 

○座長  アカデミックにとどまっていない場合は？ 

○招聘者 そこが難しいですね。69 条１項の適用を外してしまった途端に、やはり非常に

大学にとっては厳しい話になってくるんではないかと思います。 

○座長  ③はどうですか。アカデミックな場合は、③は勿論支払う必要はないわけですね。 

○招聘者 ないですし、「妥当か」という議論なので、仮に使用許諾契約を締結する必要

があるという場合であっても、勿論これは使用料を払う扱いは妥当ではないと。 

  問題なのは、実際に実務的にこの手の使用許諾契約というのは、研究成果の開示とかを

求められることが多いことです。 

  これは、国内での事例だけを想定していますけれども、例えば海外のバイオベンチャー

から、許諾を受けるときには、当然これによって得た成果について開示せよという条項が

入ったりするんです。独禁法に違反しているとか、違反していないという議論はあるんで

すが、やはり非常に恐ろしいのは、実務的にこれをイエスといったときに、契約のほかの

条項にどんなのが入るかということが実際には出てくるというのが、非常に懸念するとこ

ろなんです。 

○座長  イエスというのは、契約を締結する場合ということですね。 

○招聘者  そうですね。だから、もし目配りをしていただいて、お金の問題もさることな

がら、それ以外の情報開示の義務を負わせるべきではないということにしてほしい。これ

をちゃんと入れていただかないと、つまり日本の大学とか研究機関がやっている研究成果

は流出していきますので、非常に恐ろしいことになると思うんです。 

○座長  この間の専門調査会の話ですね。 

○招聘者  ええ、実際に契約ではそうなっていますので。 

○座長  どうぞ、ほかの方。 

○招聘者  実際にこれを運用しようと思った場合に、訴訟を受けることはないだろうとい

う指針で運用するわけにはいかないですね。大学としてコンプライアンスはきちんと守っ

ていきたいということがありまして、率先して大学が訴訟の費用範囲内であれば、黙って

やればいいということを言うわけにはいかないので、運用上は難しいと思います。 
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  それから、特許庁見解を認定した場合には、これは全部必要があるという結論にならざ

るを得ないと思うんですが、一点、ケース１に関してのみは、特許発明を持っている特許

権者が大学のわけです。 

  そうすると、特許権者側がある程度の宣言をしてしまえば、それはそれで済むんではな

いかという気がします。これは、ケース１に限った話なんですが、特許権者側が大学のア

カデミックユースに関してはこういうような条件で使ってもらう分には構わないという宣

言をしてしまうというやり方は１つあるかなと。受ける側の状況よりは、出す側の方に。

○座長  先生おっしゃるのは、総合科学技術会議は政府機関ですから、政府がそういうこ

とを言うのではなくて、各大学が宣言すればいいということですか。 

○招聘者 たまたまケース１に関してはそういうふうになっている。総合科学技術会議が

総論的に、こういったアカデミックユースの場合は特許権者側が開放することが望ましい

というガイドラインを出すことは非常に利益が大きいと思います。 

○座長  ほかに、どうぞ。 

○招聘者  多分、ここの場というのは、仮想のケースに対して仮想の判例を積み上げると

いう場ではないと思うんです。 

  何かというと、対象となる特許発明のケースがあって、もしも我々がＢ大学助教授であ

った場合には、どういったガイドライン、どういったルールを用いるとスムーズに研究が

できるだろうかということを、ここでもってガイドラインとして提言するんではないかと

思います。 

  ですので、Ｑ２の①②③というところをちょっと横に置いておいて、前提がＡ大学の特

許権者であって、それをスムーズに使うときにはどうしたらいいか。一応最低限の契約は

必要なんですけれども、なるべくライトなものにするとか。 

  実際に先ほどの招聘者がおっしゃったように、ライセンス・フリーにするとか、ノンエ

クスクルーシブの形とか、そういった形のものを積み上げていって、ケース１、２、３と

いう形でもって、ある種の提言を書いていった方がよいのではないでしょうか。具体的に

どうやって使ったらいいかという話なんです。そっちの方が建設的なような気がするんで

すが、いかがでしょうか。 

○座長  そのとおりなんでございますけれども、もう少し結論に行く前に皆さんの御意見

を伺おうかなと思っていたんですけれども、もうこういう御提言もいただきました。 

○招聘者 Ｑ３のところでも関係してくるかもしれないんですが。 

○座長  どうぞ、Ｑ３に行ってください。 

○招聘者 この細胞をだれか販売している人がいる、あるいは大学か、だれかに許諾して

細胞が販売されている、いわゆるビジネス化されているような場合、成長ホルモンの産生

能が高いから、何かいろいろツールとしても使えるという趣旨で、販売されている場合に

も、私は原則的には大学-大学間だったら独自調達しても、こういう覚書を結んだ上で、い

いんじゃないかと思っているんです。 
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  そういうときに、逆に覚書等がないと、販売しているビジネスが片方で成り立っていま

すから、どこまでどういう形で許諾があるのかということに混乱を来すのではないかと思

っております。 

  大学機関は原則フリーで、自分たちで調達しても、これはやむを得ないんじゃないかと、

昔からそういう場合もありましたので、そういう趣旨で特許庁さんの 69 条１項の見解に立

てば覚書等が必要になる。 

  当然、私も情報開示の問題があって、企業からいろいろものを提供すると、大抵そこで

得られた情報は是非くださいというのをくっつけることが多いですから、そこについては、

やはり制限をして１つのひな形みたいなものを共有しておくことが重要ではないかと思っ

ております。 

○座長  要するに使用者であるＢ大学助教授がＡ大学との間に覚書をしておいた方がいい

ということですね。それはさっきおっしゃったことと調和しているわけですね。特にＱ３

のようなことが出てくると、ますますそうだという御意見ですね。 

○招聘者 はい。 

○座長  この場合も、純粋にアカデミックなものまで覚書を書く必要があるかどうかとい

う問題は残りますね。 

  どうぞ。 

○オブザーバー  Ｑ２ですけれども、特許庁さんのＱ１に対する理解の前提に立つと、Ｑ

２の中の①②は、結論は決まっているということになってしまうと思います。 

  一方で、Ｑ２の③は、これは当事者の間で、支払いを求めるか、求めないかの話なので、

これは一義的に決まるものではないと考えられます。そういった意味で質問の種類は違う

と思います。 

  そうした前提に立ったときに、今回、議論しようとしている内容は、Ｑ２の③番のよう

に、要するに当事者同士で自由裁量がある範囲内についてこうあるべきだということのみ

を議論するのか、それともＱ２の①②に当たる部分についてもＱ１の前提に立てば、提携

する必要があるということではあるものの、それで果たしていいのかというところにまで

遡って至って議論をするのか、そこを明快にする必要があると思います。 

○座長  それは当然後者です。 

○オブザーバー  そうすると、Ｑ１、Ｑ２の①②についても、Ｑ１の理解が特許庁さんが

おっしゃるとおりであれば、必要であるということであるけれども、それは本当に必要か

否かにまで立ち入って議論をするという理解でよろしいですね。 

○座長  余り特許庁と対立の議論にしたくない。特許庁の意見が正しいかどうかというよ

うな議論ではない。 

○オブザーバー そうだとすると、多分議論としては特許庁さんの理解に従った場合には

例えばＱ１の①②③がある見解であるとするのであれば、その後のＱ２以下はこういう理

解になるであろうという議論をした上で、本当に実態の世界はそれでいいんでしょうかと
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いう議論を、まず、特許庁さんの見解の出たもののベースの上に、それで果たして本当に

現実社会はそれでいいのかというふうに、多分議論をしていくべきと思います。 

○座長  皆さん、そういうつもりでやっておられると思うんです。 

○オブザーバー Ｑ２の①②について、これは特許庁さんの見解の下に立てば、これは当

然必要なのでしょうという議論は行われていますが、特許庁見解の前提については、今回

意見を言ってはいけないんだなという前提で議論されている人もおられるような気もした

ために発言させて頂いたのであります。 

○座長  いや、それは誤解です。Ｑ２に入る前にＱ１のところで我々の議論の整理をして

いるわけです。だから、Ｑ１のところで特許庁さんの解釈を前提にする場合と、前提にし

ない場合の２通りやっていきましょうと。今、前提にする場合をスタートしているわけで

すから、後はどういうバリエーションもみんな考えることに。 

○招聘者  先ほど私ちょっと申し上げたつもりだったんですけれども、①の許諾を得るこ

とが必要か、許諾を得ていない以上は研究を行うべきではない、ということは法律的には

差止めができるかということの裏返しなんです。研究を差し止められるかと。 

  それについては、先ほど申し上げましたように、純粋にアカデミックユースの場合には、

例えば権利の濫用という議論も出てくるでしょうということを申し上げた。つまり、特許

庁の見解に立てば、当然①②についてはイエスだという見解もあるでしょうし、場合によ

っては、イエスじゃない場合もあるという見解もあるというつもりで申し上げているんで

す。そういう趣旨で、だからここはそこも含めた検討をする。 

○座長  ですから、特許庁が言っていることにこだわる必要がないと言っているのは私で

す。 

  今、先生が言われたのは、そういうケースも含めておっしゃっているだけであって、そ

れの中で議論しているわけではないです。 

○招聘者  いえ、特許庁の見解が立たなければ、69 条１項により認められる場合そのもの

になってしまうので、権利濫用なんていう必要はさらさらなくなりませんか。 

○座長  でもＱ１の解釈（特許権の効力が及ぶ）が重いわけですので、だからＱ１の解釈

に立った場合に、繰り返し申し上げますと、それを額面どおりＱ２、Ｑ３に当てはめてい

けば、ある種の特許庁の見解というよりも、裁判所がこうするだろうという説明をされて

いました。ある種の答えはずっと出てくるわけで、それで研究者がいいかというと、やは

り皆さんがおっしゃっているように、かなりきつい面が出てくるわけですから、そこをど

うしようかということだろうと思うんです。 

○招聘者 ガイドラインがいいと。 

○座長  ガイドラインがいいのか、あるいはある種の見解を出して、各大学にやっていた

だくのがいいのか、そこは私にはわかりません。 

○招聘者 大学で実際に研究をやっている立場からしますと、この論理がどうであれ、最

終的にはここで許諾を得るという行為をすること自体、研究に非常にブレーキをかけるこ



 

 18

とになると思うんです。 

  ケース１は、ケース２、ケース３に比べて非常にやさしいケースなんです。ここでこん

な議論をしているようでは、ケース２、ケース３は大変だということなので、ケース１に

関しては、もう許諾も何もなしで、ある程度のガイドラインなり、特許権者側の宣言なり

何なりで自由に使うことにするんだ、それが大学のアカデミックな研究を促進し、ひいて

は日本の国力を上げるんだということになるんだと思うんです。そこにブレーキをかける

ようなことは結論としては出せない、出してほしくない。 

  ですので、特許庁の見解云々もあるかもしれませんが、どういう形であれ、アイデアを

出し合いながら、一切の許諾なしの方向へ持っていくほかに私はないと思うんです。大学

はそうじゃないと研究はできないんです。 

○招聘者 みんな契約が必要とすると、本当に研究が実際に機動的に行われるようになる

んだろうかと懸念します。だから、基本的には許諾を得るということ、つまり、契約を締

結するということはなるべく必要のない方向に持っていく方が、研究が自由に、機動的に

行われるし、弁護士のための費用を研究予算と別に確保しなければいけないということも

なくなりますし、とにかくいいんじゃないかなと思いますので、今の議論には非常に賛成

です。 

○座長  よろしいですか。そうすると、そういう共通認識のようですので、その上で２ペ

ージのＱ４はどうでしょうか。特許権者が民間企業である場合。あるいは使用者がＢ大学

助教授が民間企業の研究者である場合。Ｑ５ですね。 

○招聘者 ではＱ４から。先ほど事務局からの説明にあったんですが、過去に対してと、

未来に対しては少し違うというか、適用する範囲が変わるんですが、未来に対しては一度

大学の機関帰属になったものを民間企業に譲渡するケースはあり得るんですが、その場合

は条件付きで譲渡すればいいので、未来に対しては条件付きの考え方を適用すれば、それ

でどうにかなる。 

  過去に対しては、個人帰属だったようなものが民間企業にわたっている場合には、どう

するかということなんですが、これに関しては過去にさかのぼってガイドラインを出すと

いうことなんでしょうか、よくわかりませんが。未来に対しては問題ないということだけ

を主張しておきますけれども。 

○座長  過去にさかのぼる必要、個別のケースではあると思いますけれども、ガイドライ

ンとして過去にさかのぼるものをやる必要があるかどうかということですね。 

○事務局 ＥＵのガイドラインを、きれいにここからフォローしますと言ったときに、そ

のときに権利として存続しているものというのは山のようにあるので、これから出願した

ものとか、これから特許を取れたものだけに限定していくと、実は整理的にはいびつな形

になっているので、ガイドライン的にやるんだったら、その日から全部適用という形にし

た方が混乱は少なくなると思います。 

○座長  そうですか。では招 聘 者 、 Ｑ５はどうですか。 
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○招聘者  これは使用者の方ですね。大学としてはお金をいただきたいんですが、逆の場

合を考えると、何て発言していいか、非常に微妙なんですが。 

○座長  企業の方もおられますから、どうぞ。 

○招聘者  私は、まずＱ４についてですが、原則的に何らかの形で大学から譲渡をいただ

いた、あるいは大学の先生から譲渡をいただいたケースもあると思いますが、こういった

ものについては、原則的にはアカデミック・ディスカウントみたいな形でのライセンス料

をいただきたいという立場です。 

  Ｑ５については、民間企業の研究者については、民間企業そのものだと思いますので、

これは通常の民間企業のライセンスと同じライセンス料。ただ、商品についてのライセン

スではなくて、やはり民間企業同士のリサーチ・ライセンスというのは、そういう習慣は

まだ十分ではないですけれども、今後より熟成していって、醸成していってそういうライ

センス料が適用されるべきだと思っております。 

○座長  民間から見ればそうでしょうね。ほかの方は、いかがですか。ほぼ同じですか。 

○招聘者 これは、国費を使って原資としてでき上がったものが１つの枠ですね。それか

ら大学とか、共同開発コミュニティーと言っていましたか、枠が結構明快にかかっている

中での話ですから、ここは法律の今の運用とか解釈を基本的には変えないとここに書いて

あるので、ですから私は基本的にはそこのところに準拠して結果的には同じことを言うの

かもしれませんけれども、いわゆる技術の許諾の非常に簡単なフォーマットを決めて、こ

の技術を使うということを非常に明快にやればいいと思うんです。 

  先生方とのやりとりでは、結構、先生方が紛糾するのは、あいつら黙って使っていると

いうのが最大の先生方のやりとりの間で発生する問題点なんです。 

  ですから、非常に枠が決まっているんだから、非常に明快な、こういう枠でお互いの技

術を使い合おうよねというのを、許諾何とか契約とか何とかというほどまで行かないよう

な、フォーマットを決めてやればいいんじゃないかと思うんです。 

  それから、使用料に関しては、私はただということはないと思うので、何かの形で使用

料というか、例えばＡ先生がやってＢ先生がやって、Ｂ先生が、例えば国費をいただける

ような状況ができたら、それを何かの形で共同者として還元するとか、そういうことで和

気あいあいとした環境をつくるのが大事なんではないかなと。今は構えてしまっているも

のだから、しかも自分の立場と相手の立場がわからないものですから、暗中模索の中でい

ろんなことが起こりやすいという状況があると思うんです。ですから、そこを非常に簡単

なフォーマットでやる。 

  さっきから議論になっている話というのは、これは実際に技術を使用して、特許を使用

して産業にしようという話とそこの枠は違いますね。だから産業になるとき、あるいは今

の取り決めたガイドライン契約みたいなものに更に上位の先行技術があったりなんかする

ときに問題が発生してくるわけでしょう。ですから、要するに１つの契約ガイドラインを

非常に明快に決めた上で、問題が起こったときは、今、大学が特許権者にほとんどなって
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いくわけですから、今まで特許になっていないものもあるから結構難しいと思うんですけ

れども、それはこういうガイドラインの中で取り決めたある運営体が決着を付けていくと

いうようなことは、バイオ関係に関してはかなり重要だと思うんです。ＳＮＰＳの 200 万

個持っている連中が何か言い出すとえらいことになってくるでしょう。 

  ですから、法律を基本として、非常に単純化したやりとりが発生できるようにするとい

うのが結構大事じゃないかなと私は思います。ちょっと、とんちんかんな話なのかもしれ

ないけれども。 

  特許もそして今は特許になっていないものも対象にせざるを得ないでしょう。ペンディ

ングの部分をどうするんだ、そうすると難しいですね。 

○座長  私は、民間企業が入った場合にはおっしゃるとおりのような気がします。やはり

民間企業が特許権者である場合であっても、アカデミックな仕事を大学でする場合は、今

おっしゃったようにある種の信頼関係が保てるような覚書か簡単なフォーマットの契約を

するべきとおっしゃったんだと思いますけれども、そういうことなんですね。 

○招聘者  問題は、成果が出てしまったときの問題なんです。成果が出なければ特許は紙

くずですから、出てしまったときにどうするかという問題が発生するわけでしょう。 

  だから、枠の中で取り決めたことは、枠の中ならそういう非常に簡単な、シンプルで縦

横無尽の契約というか、許諾何とかメモでいいと思うんです。 

  ところが、成果が出てしまったときに、いわゆる出口のときの大問題が起こってくると

いう可能性があるので、そこは結構考えておかないといけないと思うんです。 

  ただ、そういう話が及ぶと大変なことになるから、とにかく非常に単純なる契約、ここ

にも契約ガイドラインと書いてありますから、ガイドラインをどうやって契約に落とし込

むかという話だと思うんです。 

○招聘者 ただ、ガイドラインというのは法的な拘束力は全くないわけですね。だから、

例えばここで議論してガイドラインをつくったことは、多分大学は守るだろうと。だけど、

これを民間企業に行ったときに、民間企業が守る義務はさらさらないわけです。民間企業

は自分の契約を出してくる可能性は十分あるというか、ほとんど自分の契約を出してくる

し、ましてや外国企業は全く関係ないですね。 

  だから、ガイドラインをつくって、そこでひな形をつくるという議論とともに、Ｑ４と

かＱ５でどう考えるかという議論をしておいた方がいいような気がします。 

  私は、仮に特許庁さんの見解に立ったときには、Ｑ４は、これはアカデミックユースだ

から、やはり差止めまで求められるかというとこれはちょっと権利の行使としては濫用な

んではないかなというふうに解釈したいと思っております。 

  ただ、実際の行動としては、基本的には、まず許諾を求めていくことになると思います。

勿論、譲渡するときに契約すれば一番いいわけですけれども、過去の個人の特許の場合は、

そのような許諾がないから、基本的には許諾を求めていくことになるんですけれども、仮

にその企業が許諾を応じない、あるいは成果を全部開示しろとか、成果について共有しろ
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とか、いろいろ条件を出してきたときに、どうしても大学としてはのめないということが

起きたときには、ではそこで研究を実施したら差し止められるかというと、これはアカデ

ミックユースであれば、それはちょっと行き過ぎなんではないかという感じがＱ４につい

てはしております。 

  Ｑ５については、これは 69 条１項から外れるという特許庁さんの見解に立ってしまうと、

なかなかアカデミックユースだという議論はしづらいなという感じがしてしまいます。民

間企業の研究者ということであれば、今やっている研究自身も非常に純粋な研究、つまり

大学でやっている研究と変わりなくても、それが製品に結び付いていくということに、当

然その目的のためにやっているんだろうという意味で、ちょっとここは権利濫用とかの議

論は厳しいかなと思います。 

○招聘者 １つガイドラインについてなんですけれども、どういう効果があるかというと、

ある種の行動規範を提示することによって、民間企業で、まだ確固たるポリシーがないと

ころに対しては、こういう考え方があるんですということを提示することができると。  

多分、これが大学にとってもいいことだし、いわゆる研究開発を活性化するためには、い

いことですねという意思表示だと思うんです。それに準じるか、準じないかは個々の企業

が決定することであって、なんですけれども、今、何もない状況にあって、どういうふう

に決めたらいいかわからないときに、やはりガイドラインが必要ではないかという話です。 

  もう一つ、ここで一番コアな話というのはアカデミックユースなんです。どういうふう

に定義するか、どこまでをアカデミックユースで認めるか、大学の中でやることをやるの

か、それとも共同研究の中でもある種の線引きができるのかどうか、その辺のところを煮

詰める必要があると思います。それをクリアーにすれば、ある種のアカデミックユースに

対してはこういうアプローチでというふうに差別化できると思います。 

○招聘者  今、アカデミックユースの定義という話になってきていると思うんですけれど

も、やはりクリアーカットな定義という意味で、一番単純に言えば、大学というものは明

確に定義できて、その中でやる研究は全部アカデミックユースだと言ってしまう、という

ことが考えられます。これは、極端な例として言っているのですが。 

  一方で、企業の方がみんな大学に来て、いわゆる抜け穴として使ってしまうということ

がありますので、ちゃんと定義をしないといけないということがあります。アカデミック

ユースとノンコマーシャルと同じかどうかというと、そうでもないと思いますし、行動を

縛るためのガイドラインというよりは、まずアカデミックユースをどう考えるかというこ

とも含めたガイドラインが必要だと思います。 

  私の意見としては、勿論バイオの研究だけをカバーするわけではないですけれども、例

えばバイオの研究では、遺伝子から医薬品という流れで言えば、スクリーニングする前と

後とで分けるとか、そういう研究の段階で分けるということが１つありますし、あと後日、

それが特許出願につながるのかどうかというところで、事後的にわかるということもあり

ます。 
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  ただ、事後的にわかった場合に、事前にやったものに対しては要求できないというとこ

ろがありますけれども。また場所とか、研究員の属性とかで分けるという方法があって、

私は主に大きく分けてこの３つぐらいだと思うんです。 

  それについて、それぞれのメリットとデメリットを考えて、一番妥当なところを提示し

ていくということがよろしいのではないかと考えます。 

○座長  ありがとうございました。ちょっと時間の関係もありますので、Ｑ６についてい

かがでしょうか。原資について一部民間資金が含まれている場合。今は国費で議論をして

きたわけです。 

○招聘者  一部なら全然問題ないと思います。事情は全然変わらない。 

○座長  一部の場合は変わらないというのは、全部国費と同じだと。 

○招聘者  差別できないんじゃないですか。 

○座長  そういうことですか。 

○招聘者  一部民間資金が含まれているといった場合に、例えば委託研究とかそういうこ

とが想定されると思うんですが、その委託研究のときに、例えば研究成果について企業が

優先的に実施できる機関というものが設定されているようなケースがございます。それを

考えなければいけないんではないかと思って、このケースを考えてみました。 

  ここは非常に私自身悩んでいるところなんですけれども、基本的には大学に対しては、

アカデミックユースに関してはそういう優先実施機関であっても実施できるような形をし

ていかなければいけない。 

  それに対して、優先実施機関というのを、あるいは独占的実施機関を契約している場合

には、それは既にその契約が民間企業に対しては優先されなければいけないんではないか

なと思っているところです。 

  アカデミックユースというのは、大学との共同研究の場合には抜け穴に使われてしまう

ので、やはり純粋な大学の研究にしないといけないのかなということも思っているところ

でございます。 

○招聘者 だから、共同開発コミュニティー以外の事業は全然別な話だと思うんです。そ

こを区切りを付けておかないと、これは全然議論が大変な話になってきますね。 

  共同開発コミュニティーの中でやることに関しては縦横無尽に使う、でも特許法という

法律に準拠した非常に単純な契約がいいんではないかと。そこのところにはちゃんと対価

も発生させる方程式があれば、非常に明快だと思うんですけれども、事業になれば全然違

う話で、これは本当に正確な取り決めがなければ絶対できませんから、大変だと思います。

○座長  この辺が日本とアメリカの大きく違うところなんです。アメリカは、ほとんど機

関帰属が原則ですから、民間が権利を持つということは一般的にはないんではないかと思

うんです。 

  ですから、単純なんですが、日本の場合には、そう走ることは現段階では難しいという

か、ないような気がするので。 
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○招聘者 東京大学の場合には、微妙な言い方ではあるんですけれども、独占的、優先的

な期間を置いたとしても、ここから先は微妙なんですが、東京大学での使用に関しては文

句を言わないようにという条項を入れています。 

  だから、Ａ学部で開発したのをＢ学部で使うことに関しては、東京大学内はＯＫにして

いただくようにお願いしています。 

○座長  それは何か契約かメモか何かでですか。 

○招聘者 これは独占的、優先的な期間を示す限りにおいては契約です。 

○座長  そうですか。 

○議員  ほかの大学の先生が使った場合、それが差別条項みたいにはなりませんか。 

○招聘者  なる可能性もあるんですが、これは先ほどの特許庁の見解というのを前提にす

るかしないかで違いますので、東大は念のために入れている形になっています。他大学に

関しても大丈夫にしてほしいんです。 

○座長  東大は微妙なのが上手なんです。別に間違っているわけではありません。堂堂と

微妙なことをやっている。 

○招聘者  ついでに東大の様子を申し上げますと、特許に関しては特許法があるのでやり

にくいんですが、成果有体物に関してはアカデミックユースに関しては無償で提供してよ

ろしいという内規をつくってあります。 

  ですので、それは東大に限らず、すべてに対してアカデミックユースに関しては、無償

提供を許すと。原則的には法人財産の無償共用になるのですが、それはＯＫという見解。 

  そのときに、ノンプロフィットはＯＫなんですが、プロフィットに関しては学内では用

語を大分議論しましたが、産業応用という用語を使って、利益が出る場合を想定した成果

有体物の提供に関してはお金を取るという方針、そうじゃないと説明がつきませんので。

その境目はグレーになります。 

○招聘者  今のご意見の前段の話に関してですけれども、非常に重要な点だと思っており

ます。今後機関帰属を前提としていくわけですから、同じ学内の中で、本来それぞれの研

究室というのは競争関係にあるわけですけれども、機関帰属を前提にしてみると、その大

学の中ではどこも自由に使えるという現状であるわけですから、まずは特許庁さんの見解

を前提とした上での議論としては、それを他大学にも広げていくというのが第一歩かなと

思っております。 

○招聘者 企業の立場で優先実施機関等をもらった場合に、先ほどのご意見とも関わるわ

けですが、ビジネス化に向けた直接のビジネス事業のところについては絶対の独占を確保

したいわけですけれども、やはりリサーチユースとしてのアカデミックなユースについて

は、独占的実施、要するに研究目的の実施も 69 条１項の解釈で実施ですから、そのリサー

チユースに関しては許諾されてもいいんではないかと考えております。  それが、同じリ

サーチユースでも民間企業に対するリサーチユースをどうするかという問題があって、そ

こはちょっと考えてしまって、やはりリサーチツールを競争的に使いたいという意図があ
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ることが多いわけですから、やはりちゃんとした権利行使ができる方が企業に対してはい

いんではないかという気持ちを持っています。 

○座長  ちょっと時間の関係もありますので、Ｑ７の一部運営費交付金等が含まれている

場合は何か必要ですか。 

○招聘者  必要とおっしゃいますと。 

○座長  特別な配慮が。 

○招聘者 いや、ほかと一緒でよろしいと思います。 

○座長  いいですね。 

○招聘者 ええ、国費原資の一部であるという認定で。 

○座長  私もそういう方なんですが、一般的には事務局が心配しているようなことがあり

ますので、先生がそう言われると、事務局が急に安心するかもしれない。 

○オブザーバー  今日は非常に議論が錯綜していますが、そもそもこのガイドラインの性

格は何かということなのですが、この調査会で示したことによって、アカデミアの人たち

が独自にそれを参考にしながら自分たちでルールをつくってもらおうというのは直接の目

的ではなくて、国原資のお金を出すときのルール、つまりこのガイドラインというのは、

大学に対するガイドラインというよりも、直接的には各省庁が補助金なり委託費を出すと

きのガイドラインをつくるんだという各省庁に対する拘束力をまずもって出すということ

だと思います。 

  ただ、国でそういうルールをつくる以上、それ以外の部分でも大学は独自にそういうア

カデミアのルールというものをみんなで確立しましょうということで、その波及効果は当

然出るであろうという２段階の射程で、これまでの議論はずっと来ていると理解していま

す。 

  そういう意味で、まず最初の射程としては、国原資の部分で委託費を出す、ないし補助

金を出す、ここの部分のルールとしてこういうルールを課しますと、それを承知で手を挙

げてきたところに対して補助金を出すんだから、そのルールには相手が大学であれば当然

従ってもらうし、民間企業が応募できるものであれば民間企業にも同様の条件で応募して

ください、アプライしてくださいということが、まず大前提にあります。運営費交付金で

心配しているのは、国原資の委託費や補助金を得て行われた研究の一部として運営費交付

金で行われた部分が含まれた場合というのは、当然ガイドラインの対象になると思うので

すが、そういうアプライが一切なく、運営費交付金から配分される一人当たり年間 30 万、

40 万ぐらいの研究費だけでどの程度の知財を生むかは別として、国からアプライをしても

らっていないお金でやってきた研究のときには、どういうようなガイドラインをつくるこ

とが現実的なのかというところに疑念を持っているだけで、当然ある程度科研費を取って、

その科研費プラス自分の研究費、運営費交付金で配分される研究費の一部を充てるという

場合は、全体の中で吸収されるわけでございますから、それは当然ガイドラインの対象に

なるだろうと思っています。 
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○座長  文部科学省は、かなり微妙なところでありますから、それをどういうふうに最終

的に配慮してあげるかということにもなると思います。 

○招聘者 ちょっと逆のような認識を持っていたのは、ここのディスカッションするガイ

ドラインというのは、ある種のアカデミック・コミュニティーに対してのメッセージとい

う位置づけであって、なんだけれどもある種の拘束力を持つためには、やはり原資という

のは国のお金を使ったものでなければいけないという話なんです。 

  ですので、今おっしゃったように、国が研究資金として出すものに対してだけのことを

考えて、それがベースという話ではないと思うんです。 

○オブザーバー 最終の射程は、ガイドラインのメインターゲット、最終の目標は一緒だ

と思うんですが、まず拘束を受けるのはどこなんでしょうかという話をすると、そこは政

府であり、お金を出す側としての約束ごとをここできっちりつくりましょうということだ

と考えています。 

  ただ、最終的な目的はアカデミアの世界でのルール、共通認識みたいなものをつくって

いくということではないかと思っています。 

○座長  多分そこは文部科学省に私がいたら同じようなことを心配すると思うので、やは

り同時に国民全体に説得力を持たないといけないので、それで私は文部科学省の意見はど

うでもいいから無視してやっていいということを申し上げているんではなくて、そういう

ことを最終的にどういうふうにまとめるか、まだ決まっていませんけれども、そのときは

少なくともある程度は配慮してあげる必要があると思います。 

  もう時間がどんどんなくなってしまったんですけれども、今の議論の整理としてはＱ１

で特許庁が解釈をされた、そういう理解を前提としてＱ２以降についていろいろ御議論を

いただきまして、アカデミックユースの場合、これはアカデミックユースという言葉がい

いのかどうかわかりませんけれども、ノンコマーシャルの場合という方が明確なのかもし

らぬという御発言もあったと思いますが、それから、東大でおっしゃっている産業応用の

場合とか、一種の分類をきちんとしていく必要があるだろうというのは、皆さんの共通だ

ろうと思います。 

  その上で、アカデミックユースについては、できるだけ自由に仕事ができるようなガイ

ドラインなのか何かわかりませんけれども、そういうものをつくっていったらというのが

ほぼ共通しているんではないかと思いますけれども、最初の前提の特許庁の解釈、Ｑ１に

おける、特に・・は当然だめだということを前提にしたものではなく、解釈が違うという

もう一つの流れの場合に、どういうふうに変わるでしょうか。 

○招聘者  そうすると、基本的にはＱ２は別に許諾を得なければいけないという法律的な

必要はなくなったということになるわけですね。 

  勿論、Ｑ３は購入ですから何の問題もないわけですね。 

  Ｑ４についても、これは 69 条１項の範囲内の使用であれば、勿論これは許諾を得る必要

は法律的にはないということになるわけで、Ｑ５についても実は同じになる。ここはＱ５
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は違ってくる。民間の研究でも本当に純粋に試験研究にとどまっている場合には、後発医

薬品の場合に、いろいろ判決がありますが、その範囲であればいいということになるんで

はないかと思います。 

  Ｑ６、Ｑ７については結論を左右しないということになるんではないでしょうか。 

○座長  どうもありがとうございました。 

○招聘者  仮にそういう世界が存在した場合に、どういう影響が出るかという話ですが、

要は一番の議論のポイントは、民間で開発されたツールが、それが例えば試験研究に特化

したツールのような場合に、そこから開発のために投資した資金を回収できないという問

題があるのではないかという意見があると思いますけれども、確かにそれは原則論として

はそうなんですが、ただ重要なのはＱ３のところと関連して、今も購入した場合というお

話がありましたけれども、これを考えると、実は全然回収できないかどうかというと、そ

うでもないと思うんです。 

  というのは、例えば細胞の場合でも、細胞をキットとして販売すれば、そのときの販売

したときの収入というのはあるわけですし、当然使う側としてもつくり方はわかっていて

も自分がつくると手間がかかるというものが売っていれば、それを買いたいと思うわけで

すから、実は試験研究に関して、権利行使ができないという世界を想定しても、完全にツ

ールをつくるための研究開発の投資が回収できないわけではないのではないかということ

を一点指摘しておきたいと思います。 

○招聘者 私もＱ５だけが問題だと思うんですが、もしこれも民間企業であったとしても、

69 条の１項を広く解釈して適用されて、権利が及ばないということであれば、特許を取る

インセンティブは全くなくなってしまいます。 

  先ほどおっしゃったように、研究資金の回収はツールの販売とか、そういうことで回収

できるにしても、特許を取るインセンティブは全くなくなってしまうわけです。 

  だから、民間まで全くフリーとするかどうか、研究だから全部ＯＫとするかどうか、コ

マーシャルユースかノンコマーシャルユースという区別をつけるかどうかも議論しなけれ

ばいけないと思いますし、アカデミックかどうかという議論もあると思います。広く何で

もかんでも試験研究だったらＯＫということになってしまうと、大学が特許を取るインセ

ンティブはないということになってしまいます。この国費原資の場合の議論はそういうこ

とになってしまう可能性があると思います。 

○招聘者  Ｑ５は、全部認められるということはあり得ないです。すごく判例が錯綜して

いるところで、ある一定の範囲については認められるだろうけれども、ある一定の範囲以

上は認められなくて、多分先ほどの意見のような考え方を裁判官は取っているんではない

かと。つまり、利益に結び付いていくとか、商品化に結び付いていくとか、その辺をかな

り重視しているような感じがしますので、何でもＯＫということは、まずあり得ないとは

思うんです。 

○座長  ほかに御意見はいかがですか。 
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  事務局にちょっと質問しますけれども、今、こういうことでＱ１について特許庁の解釈

を前提にした場合をずっと議論してきて、それから最後にちょっとそういう解釈から外れ

れてもいいという場合についてやったわけですが、今の一連の議論である程度整理できま

すか、もう少し質問したいことが事務局であれば。 

  というのは、やはり一回事務局で整理してもらって、それでもう一回それを見て、全体

のバランスもありますから、議論してもらった方がいいかなという気がしているものです

から。 

○事務局 今のお話を伺っていまして、試験研究の例外の解釈論をどこまで緩めるのかと

いうところについての議論がまだはっきりしていなくて。 

○座長  それはやっていないです。 

○事務局  それぞれの委員の方の御認識が全く試験という名前が付いたら全部フリーとい

う話と、やはりアカデミックユースの範囲内でとどめておくと。それぞれの方の認識がそ

ろっていないので、御議論がまだかみ合っていないんじゃないかという感じがしておりま

す。 

  事例をつくらせていただいたときには、あくまでも特許法の現有の解釈論のベースに立

って御議論をいただくことにとって一番議論しやすい形のケースに設定させていただいて

おりますので、そのピンを外した場合にどうなるかということにつきましては、もう少し

ケースの設定自体の検討を少しさせていただきたいというふうに思いますので、その点は

御了承いただければと思います。 

  そのときには、特許法の全体の位置づけとしての試験研究の例外として無理のない範囲

で、大学のアカデミックユースに自由度を与えるのに、最低限ここまでは認めた方がいい

という議論で整理していただいた方が議論が建設的になるんじゃないかと思いますので、

そういう方向で次回以降整理させていただきたいと思います。 

○座長  今のを私がサマリーをすれば、特許庁の解釈を前提にした場合の方の議論は事務

局でももう一回再整理ができると。しかし、それから外れた場合はもうちょっとこういう

Ｑ＆Ａでいいかどうかということを事務局で少し検討してもらうということですが、どう

でしょうか。 

○招聘者  試験研究の例外を、染野説ではない場合にどういうふうに定義するかというの

が今日やらなかった話なんです。それをやらなくてはいけないのが１つなので、それを多

分、次回もしできればと思います。 

○座長  だから、それのたたき台になるような。 

  ここにもう一人プロがいますから。 

○オブザーバー  あくまでオブザーバーの立場でございますが、勿論試験研究の定義の議

論もやればいいと思うんですが、いずれにしましても今日のお話の中でコアのところは、

要するにこのケース１というのは、ライセンサーの方とライセンシーの方がともに大学の

場合には基本的にはフリーで、要するに特許法の 69 条にかかるかどうかは別として基本的
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にはフリーで、なおかつフォーマットもなしに使えるようにしようということですから、

そこをまず実現するとするならば、先ほどおっしゃられた大学のパテントポリシーで、例

えばソフトウェアの世界ですとオープンソースのＧＰＬみたいなのがありますが、要する

にアカデミックユース、どう定義するかは別ですが、そこについては権利者たる大学が権

利を行使しないとすればよいのではないでしょうか。 

  試験研究が 69 条に当てはまるかどうかということを、これは議論すると非常に大変にな

るかなという感じもしていますので、その議論も別途必要だと思うんですけれども、そこ

がどちらのケースの場合でも対応できるように考えればよいのではないかと思います。  

応用編として、そこにライセンサーが民間になった場合と、ライセンシーが民間になった

場合の、それはある程度個別のケース・バイ・ケースということも当然考えなければいけ

ないということだと思うんですけれども、コアのところは 69 条の解釈に余り左右されずに

実現できるのではないかというふうに思うんです。 

○座長  その場合でも、やはりアカデミックユースの定義はやっておかなければならない

ですね。それも今の後者の方のヒントとしておっしゃったんだと思うんですけれども、ケ

ース２以降についてはバリエーションがいろいろあるんですが、今日はケース２以降につ

いては時間がなくなってしまって入りませんでしたけれども、何か特に御発言ございます

か。 

○招聘者  もしアカデミックユースということをキーワードにするのであれば、この事例

の中には全部ないんですけれども、使用の形態が共同研究である場合どうかというのはあ

るのかなと。 

○座長  これは共同研究というのはありましたね。このケース２が大体。 

○事務局  持つ側も。 

○座長  これは持っている側ですね。使用側はないんですね。 

○事務局  実はケース１の場合で、使用者が民間企業の研究者の場合の想定を考えたとき

に、共同になったときには多分民間の企業のルールに引っ張られるのではないかというふ

うに思っていましたので、そこで読めるのではないかと。 

○議員  私は専門ではないのでわからないところがあるんですけれども、やはり私立でそ

ういう担当をしていた人間から言うと、これはずっとみんな全体的にアカデミックユース

はフリーだというふうになると、先ほどちょっとお話があったように、大学の先生の研究

のインセンティブというのは一体何だろうと。 

  そうすると、純粋に研究をしたいという人と、やはり大学の先生たちも競争の中で生き

抜こうというようなビヘービアがもし出てきた場合に、ずっとアカデミックユース、法的

な感じで裁判の問題とか聞いたんですけれども、先生方の将来、若い人も含めて、どうい

うふうに何となくパテントにしてもしようがないというのでやっていると、民間企業に行

ってやろうと。 

  それで自分で、その辺は私も素人ではないのでこういうことを言うとあれでちょっと言
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わないようにしますけれども、そういうのが一番気になります。 

  だから、競争するマインドというのが大学の先生の中に芽生えるのか、あるいは非常に

純粋に研究している人がいいものをつくったときに、それをアカデミックユースでみんな

で使って広めていくというようなものなのか。 

  つまらない人がちょっと特許を取って、言い方は非常に議論のためにシンプリファイズ

して恐縮ですけれども、それでだれも問題なく使うという、松竹梅とかそういうような先

生方の能力みたいなものは、こういうケースでつくった場合に一体どういうふうになるん

ですか。そこが一番、ここが知財の話ですから、やはりそういうようなことが気になって、

そんなことは気にするなと、法律できちんとやれば先生方は大丈夫だと。そういうものな

のかどうかというのがちょっと不安になっているということです。 

○座長  先生、特許をみんな取りたがらなくなるのではないかと。簡単に言うとそういう

ことですか。 

○議員  競争というか、若い研究者はどういうビヘービアをするのかなというので。それ

は当然わかりません。 

  慶応なんかはともかく特許を取らせようというような方式で、勿論バイドールで国のお

金も使って、その場合にはこういうふうにやりますけれども、どんどん特許を取らせよう

と。そういうマインドをつくった方が、私立の場合には学術政策としては非常に慶応に、

いわゆるカルチャーに合っていると。その辺のカルチャーみたいなものがちょっと気にな

ったということです。どうも済みません。 

○招聘者  この研究利用がどう転んでも、大学で知財を大事にしようという気持ちは確実

に植えつけられていますし、確実に進んでいると思います。 

  この研究利用ということに関しては、それとは別に、先ほどからお話にありますように、

これが利益を生むことであればそれに関してはちゃんとしたロイヤルティーを取るのであ

って、アカデミックユースというのは利益を生まないところになりますので、これに関し

ては論文を書くことと同じマインドなんです。そこに貢献した自分というのがレスベクト

されるという快感を先生方は味わうのだと思います。 

○座長  特許庁の方にとっては多分常識の違う議論をしているのかもしれませんので、最

後、一言か二言か言いたいことを言ってください。 

○オブザーバー 違うという意識は実はなくて、結局、特許制度というのは何かというと、

いい発明を生み出してもらうためのインセンティブの制度なんです。ですから、特にケー

ス１の場合にＢという大学の助教授の方から見ればフリーで使えた方がいいに決まってい

るんです。ただで何でも好きなように使えるというのがいいに決まっていて、他方、Ａ大

学の○○教授にしてみれば、他人がＢ大学だろうが何だろうが使ったらロイヤルティーが

入ってくる方がうれしいわけです。 

  そこのバランスをどこで取るのかというところが問題でして、普通はＢ大学のこういう

ような研究というのはもうけはねらっていないんだから、それはただで貸してあげればい
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いのではないですかと。ただ、権利が全く及ばないという判断はちょっとおかしいと思い

ますと。権利は及ぶけれども、それはただで使っていいですというふうに多分Ａ大学の先

生はおっしゃるというのが普通なのではないでしょうかというので、そういうガイドライ

ンができればいいのではないかというふうに私としては思っています。 

  ですから、発明者に対してインセンティブが全くないように、つまり、権利が全然及ば

ないんですと言われてしまうと、何のために特許を取るんですかということにもなりかね

ないので、そこら辺のバランスをどう考えるかということではないかというふうに思って

おります。 

○座長  そろそろ終わりにしますけれども、事務局いいですか。何かありますか。 

○事務局  ちょっとだけ気になっているのは、Ｑ３の細胞を購入した場合の設定なんです

が、勝手にどこかがその細胞を入手して増やすのは権利が及びます。でも、実際買った後

どんどん増やしていくとなってくると、それは権利が及ばないと見るんでしょうか。 

○オブザーバー どういう契約をしたかではないんですか。コピーをつくったということ

になると思いますので、例えば最初に本を買ってきましたと。その本を勝手にコピーして

ばっとばらまき始めると何かまずいような気はするんです。 

○事務局 本のコピーとは異なるということはありませんか。細胞は１つか２つ、だから

買っても増やすことを前提としていませんか。 

○オブザーバー  多分増やすことはいいですということを権利者はある程度認識した上で

売っているんだということになるのではないかと思いますけれども、それはケース・バイ

・ケースで大分違うのではないかと思います。 

○オブザーバー 細胞とか遺伝子とか増えるものについては基本的には売買契約ではなく

て、通常ライセンス契約という形で使用権を得ているというのが多分こういうツールとし

ての取引だと思います。だから、契約の中身にどういう使用範囲が書いてあるかというの

が一番大きい。大学もやはりこういう特許権を持って、大学が直接扱うことは少ないと思

いますけれども、だれかに許諾してもらうときにはそういう中で許諾の範囲が決められる

んだと思います。 

  また、トリアルトランスファーに準じた考え方で第三者に対する更に再分与とか、やは

り余り自由度があり過ぎるとどういうふうに抜けていくかわからないというのはかなり民

間にすぐ抜けてしまうのではないかとか一種の懸念は持つのではないかと思います。 

○オブザーバー 御参考になるかどうかわかりませんが、たまたま手元に間葉系の幹細胞

のトランスファーのひな形がございまして、こういうのを見ると、基本的にはグラント・

オブ・ライセンスというのはリサーチに限ると書いてあります。リサーチの定義はござい

ませんが、リサーチだということと、それから、ほかの人にトランスファーをしてはいけ

ないという、これは多分どんな契約でも入っているのではないかと思います。 

○招聘者  だから、一般的に成果有体物は提供契約なんですね。 

○オブザーバー   一応、これはパテントのライセンスでもあると書いてあります。 
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○招聘者  このＱ３は細胞そのものの取引なので、だから、おっしゃるように物の売買契

約ではあるんですけれども、ライセンス付きという形になるわけです。そこの中で、もう

増やすなとは言えないわけですから、大体増殖を前提としているわけです。だから増殖を

禁じるという条項はまず見たことがありません。だけれども、その増殖したものに対して

もこういう制約が及ぶという条項を入れるのが普通であるということだと思います。 

○座長  それはアメリカの例ですか。 

○オブザーバー  いえ、それは日本でも。 

○座長  今、読んでいるのは。 

○オブザーバー  今のは米国の例でありましたけれども、日本でも同じです。我が国にお

いても、NITE（製品評価技術基盤機構）等を通じて細胞や遺伝子の販売をしていますが、

米国と同様の契約条項が盛り込まれています。 

○事務局  そういう答えをしていただいて穴埋めをするのが目的だったので、それで結構

です。済みません、事務局の作業のための質問であったような。 

○座長  事務局の作業が次の議論を左右しますから、それは重要ですから。 

  それでは、今日は活発な御議論をいただきましてありがとうございました。継続をさせ

ていただきたいと思います。先ほど申し上げたようなことで事務局で整理をした上で次の

議論につなげたいと思います。 

  今後の予定につきまして、事務局から説明してください。 

○事務局 次回は、４月 27 日水曜日 15 時 30 分から 17 時 30 分を予定しております。とり

あえずケース１についてを踏まえまして、ある程度の基本的考え方の整理をしたものをつ

くらせていただきます。加えて、ケース２、３、４についてのそれをベースにした議論を

していただければというように考えております。よろしくお願いします。 

○座長  また一部の委員の先生にお世話になるかもしれませんので、よろしくお願いしま

す。 

  閉会に先立ちまして、既に発言者の皆様には御確認をいただいておると聞いております

が、資料５として前回議事録を配布しております。 

  本日の会議資料につきましては、公開という取扱いにしたいと思いますが、よろしゅう

ございますでしょうか。 

  御異議がないようですので、公表させていただきたいと思います。 

  なお、順序が逆になりましたけれども、ケース２から４についてこういうふうなクエス

チョンの方がいいというような御意見がもしありましたら、事務局にお伝えいただければ

ありがたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして本日の会議を終了します。ありがとうございました。 

 


